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町田法人会は、公益社団法人の認定を頂いてから13年目に入りました。

「税を通じて地域社会に貢献する法人会」として、

税務研修・経営研修・地域貢献などの公益事業や福利厚生・会員交流など会員のための

共益事業を通じて、企業経営者の満足度向上を活動方針としています。

異業種経営者との出会いがもたらす情報交換やビジネスチャンス、

税務研修会や経営セミナーで得られる最新の税情報や多岐にわたる実務知識などから

事業経営の合理化も図れます。時宜を得た公開講演会や経済講演会、

見学研修会やチャリティーゴルフ大会などの楽しい恒例行事もご好評を頂いています。

市民の皆様に愛される魅力ある事業を展開してまいりますので

これからも町田法人会をよろしくお願い申し上げます。

この広報誌は、カワセミが美しい翼を広げて羽ばたくように

公益社団法人 町田法人会も飛躍できますように、という想いをこめて【Kawasemi】と名づけられました。
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町田法人会とは？

町田法人会の活動報告&イベント

地元で楽しむ 大人の社会科見学 －第 4回

クリクラ町田工場

注目の開拓者たち　山崎 雄作
サムライ
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町田の企業人に聞く

25年の実績と信頼を乗せ
未来へ走り続ける

株式会社プリンシプル自動車

代表取締役社長 

SEASON’s TOPICS
ゴルファー

萩生田 みらん
18歳・世界へ続くFairway

阿部 靖

旨い酒・粋な呑み方
19 東京税理士会町田支部からのお知らせ



萩生田 みらん （はぎうだ みらん）
2006年5月29日神奈川県生まれ。岡上小学
校、柿生中学校卒。共立女子第二高等学校
卒業予定。ベストスコア67（嵐山）ドライバー
平均飛距離230yd、得意クラブはパター。
2021日本ジュニアゴルフ選手権12~14歳の
部優勝｜2022神奈川県アマチュアゴルフ
選手権15~17歳の部優勝｜2024神奈川
県アマチュアゴルフ選手権女子の部優勝
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M
iran

撮影協力：八王子カントリークラブ／ヘアメイク：TS-ZEAL本店（美容室エリコ町田店）／スタイリスト：鈴木エリコ／メイク：石田悠夏

5
歳
で
始
め
た
ゴ
ル
フ
が
、ジ
ュ
ニ
ア
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
経
て
、さ
ら
に
開
花
し
よ
う

と
し
て
い
る
。萩
生
田
み
ら
ん
、18
歳
。可
能
性
に
満
ち
た
若
き
女
性
ゴ
ル
フ
ァ
ー
が

新
た
な
ス
テ
ー
ジ
で
未
来
と
い
う
広
大
な
フ
ェ
ア
ウ
ェ
イ
を
切
り
開
い
て
い
く
。

1 授業を終え、制服姿で八王子カントリーでの練習に向かう　2 正確なパッティングが持ち味。グリーンの読み方は父の健二さんに教わった
3 ゴルフを始めてまだ5年目、小学3年生の頃。キャディを務める健二さんがいつも傍にいた　4 ジュニアの大会では表彰台のレギュラーとなっている
5 神奈川県アマチュアゴルフ選手権では2022と2024に優勝している。写真は2022年

1

ゴルファー
 萩生田 みらん

18歳・世界へ続く
Fairway

3

4
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株
式
会
社
プ
リ
ン
シ
プ
ル
自
動
車
　
代
表
取
締
役
社
長
　

阿
部
　
靖

25
年
の
実
績
と
信
頼
を
乗
せ

未
来
へ
走
り
続
け
る

66

第 回

企業人に

37

7

2

3

4

1

■1 現在保有しているバスは52台。手前はゼ
ルビアのチームバス　■2  スケジュール調
整も安心安全が第一　■3  貸切バス事業者
安全性評価認定制度では最高の三ツ星を
維持。2022年には評価認定長期継続優良
事業者として表彰された　■4  入念な事前点
検もドライバーとして欠かせない業務の一つ

創業　2001年12月
従業員数　90名
資本金　2,000万円
町田市忠生1-29-17
042-789-3100
https://pam-bus.co.jp/

株式会社プリンシプル自動車
COMPANY PROFILE

　
　
式
会
社
プ
リ
ン
シ
プ
ル
自
動
車
の

　
　
創
業
は
2
0
0
1
年
。
今
年
25
年

目
を
迎
え
、
着
実
な
成
長
を
遂
げ
て
い

る
。
バ
ス
の
斡
旋
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

規
制
緩
和
の
追
い
風
を
受
け
自
社
で
バ
ス

を
保
有
す
る
方
針
に
転
換
、
規
模
を
拡

大
し
て
き
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
苦
境
を
乗
り

越
え
今
に
至
る
堅
実
な
歩
み
の
背
景
に

は
、
地
域
に
寄
り
添
う
姿
勢
と
お
客
さ

ま
か
ら
の
絶
大
な
信
頼
、
そ
し
て
安
心

安
全
を
最
優
先
に
考
え
る
経
営
哲
学

が
あ
る
。

　
　
業
者
の
阿
部
靖
氏
は
町
田
市
成
瀬

　
　
が
丘
で
生
ま
れ
育
ち
、
旅
行
の
専

門
学
校
を
卒
業
後
、
相
模
原
の
旅
行
代

理
店
で
バ
ス
の
手
配
や
観
光
に
関
す
る
知

識
を
深
め
た
。
2
0
0
1
年
に
独
立
し
、

バ
ス
の
斡
旋
業
務
を
開
始
。
そ
の
後
、
バ
ス

事
業
の
規
制
緩
和
を
機
に
本
社
を
町
田

市
忠
生
に
移
転
、
自
社
で
バ
ス
を
保
有
す

る
業
態
に
シ
フ
ト
し
た
。
2
0
0
7
年
の

春
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
自
動
車
と
い
う
社

名
に
改
め
、
新
車
と
中
古
車
各
3
台
ず

つ
の
バ
ス
を
用
意
し
、
本
格
的
な
バ
ス
会

社
と
し
て
歩
み
を
始
め
た
。

　
　
な
取
引
先
は
旅
行
代
理
店
で
、
全

　
　
体
の
7
割
を
占
め
て
い
る
。
残
り
は

町
田
を
中
心
に
企
業
や
大
学
、
学
校
な

ど
か
ら
の
直
接
依
頼
だ
。
厚
木
市
や
川
崎

市
に
も
拠
点
が
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
エ

リ
ア
は
関
東
全
域
に
及
ぶ
。
2
0
1
9
年

の
ラ
グ
ビ
ー
W
杯
や
2
0
2
1
年
の
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
選
手
の

送
迎
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
。

　
プ
リ
ン
シ
プ
ル
自
動
車
の
強
み
は
、多

種
多
様
な
バ
ス
を
保
有
し
、
顧
客
ニ
ー
ズ

を
捉
え
た
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、生
ビ
ー

ル
サ
ー
バ
ー
付
き
の
バ
ス
や
ト
イ
レ
付
き

の
バ
ス
は
企
業
の
旅
行
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
人
気
を
集
め
て
い
る
。

　
　
目
す
べ
き
は
、
同
社
が
一
早
く
取
り

　
　
組
ん
で
き
た
バ
ス
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
だ
。
車
椅
子
の
固
定
が
可
能
な
リ
フ
ト

付
バ
ス
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
式
リ
フ
ト
バ
ス
と

い
っ
た
福
祉
車
両
は
、
移
動
が
困
難
な
高

齢
者
や
車
い
す
ユ
ー
ザ
ー
に
重
宝
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
社
内
に
は
サ
ー
ビ
ス
介

助
士
の
資
格
を
有
し
た
ド
ラ
イ
バ
ー
が
約

25
名
在
籍
し
、
手
厚
い
福
祉
対
応
に
特

化
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
の
だ
。

　
ま
た
、
宿
泊
や
食
事
手
配
も
含
め
、

旅
行
全
体
を
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

で
き
る
体
制
も
整
え
て
お
り
、
ゼ
ル
ビ
ア

の
ア
ウ
ェ
イ
ツ
ア
ー
や
、
ゴ
ル
フ
と
パ
ー

テ
ィ
ー
、
宿
泊
ま
で
セ
ッ
ト
に
し
た
プ
ラ

ン
な
ど
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
プ
ラ
ン
の
企
画
に

も
積
極
的
だ
。

　
　
ロ
ナ
禍
の
需
要
停
滞
に
よ
る
離
職

　
　
者
の
増
加
と
、
昨
今
の
観
光
需
要

の
復
活
で
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
ド

ラ
イ
バ
ー
不
足
だ
。
現
在
、
同
社
が
保

有
す
る
バ
ス
52
台
に
対
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー

は
45
名
。
安
心
安
全
を
第
一
に
す
る
か
ら

こ
そ
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
確
保
は
急
務
で
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
時
勢
の
推
移

に
も
向
き
合
い
な
が
ら
、
一
歩
一
歩
着
実
に

歩
み
を
進
め
る
阿
部
社
長
。
日
頃
か
ら

各
拠
点
を
頻
繁
に
訪
れ
、
現
地
ス
タ
ッ
フ

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
取
り
、

強
固
な
組
織
作
り
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

「
ま
だ
成
長
途
中
で
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と

し
た
基
盤
を
築
く
こ
と
が
大
切
」
と
語
る
。

地
に
し
っ
か
り
と
足
を
着
け
な
が
ら
視
線

の
先
に
は
、
さ
ら
な
る
発
展
を
見
据
え
た

事
業
展
開
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

F
C
町
田
ゼ
ル
ビ
ア
の
J
1
初
年

度
、エ
ン
ブ
レ
ム
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

た
ブ
ル
ー
の
バ
ス
、そ
し
て「
P
A
M
」と

ロ
ゴ
の
入
っ
た
シ
ル
バ
ー
メ
タ
リ
ッ
ク
の

バ
ス
が
市
内
で
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
い
ず
れ
も
忠
生
に
本
社
を
置

く
株
式
会
社
プ
リ
ン
シ
プ
ル
自
動
車

の
バ
ス
で
、ゼ
ル
ビ
ア
の
サ
ポ
ー
ト
は

ク
ラ
ブ
が
ま
だ
J
F
L
だ
っ
た
時
代
か

ら
続
け
て
き
た
。

株

創主

注

コ



9 8

クリクラ町田工場

地元で楽しむ

大人の
社会科見学

Adult
Social Studies Tour

第 4 回

1日1,800本、1か月で33,000本もの

クリクラボトルを生産しているクリクラ

町田工場。ここで生産されているのは、

世界最高レベルの厳しい水質基準をクリ

アした日本の水道水を原水に、ROフィ

ルタ（逆浸透膜）で微細な菌や化学物

質などの不純物や雑味を徹底的に除去

した高純度かつ、味とミネラルバランス

も整えたミネラルウォーターです。

クリクラの工場見学は町田だけでなく

埼玉県の本庄工場でも実施されています

が、ここ町田工場では、最新の研究設

備や製造過程、ボトリング工程を間近で

見学できます。

また、「世界の水ギャラリー」では、

国内だけではなく世界中から集められた

1,300本以上のさまざまなミネラルウォー

ターや35台以上のウォーターサーバーが

展示されています。軟水と硬水の飲み比

べや実験も楽しむこともできる約60分の

ツアーは個人でも団体でも、またお子さ

ま連れでも参加可能です。

圧巻の「世界の水ギャラリー」に
製造工程や研究施設。
軟水と硬水の飲み比べも。

A
dult Social Studies Tour

A
dult Social Studies Tour

大人の社会科見学、4回目は町田市小野路町のクリクラ

町田工場です。クリクラは町田市を創業地とする株式会

社ナックが展開する宅配水事業のブランドで、町田工場

は2009年、クリクラ中央研究所は2011年に出来ました。

現在、本社は新宿へ移転しましたが、創業の地である町田

では、今も最先端の研究が続けられています。

クリクラ町田工場に
行ってきました！

5階建ての中央研究所。入口には
「町田法人会情報委員会様」と書か
れたウェルカムボードが♥

1/
軟水と硬水の飲み比べ。分かる
人、全く分からない人、それぞれ
に分かれました（笑）

3/

2種類の水に塩素反応試薬を入れ、反応
を見比べる実験結果に、想定内であるも
のの凍り付く。

6/

世界の水ギャラリーは、国内外の
さまざまなペットボトルがズラリと
並び、圧巻でした。

2/

▲微生物検査などの検査室をガラス越しに見学。

◀株式会社ナックの歴史が分かります。
/4

クリクラ町田工場
町田市小野路町1716-1

小田急鶴川駅より神奈川中央バスで20分
「五反田」下車すぐ
0120-867-867（火～土 9:00～16:30）
午前の部：11:00～12:00

午後の部：14:00～15:00（水曜は午後のみ）
個人：水曜・土曜・祝日
団体：月曜～土曜（応相談）
見学は無料・要予約
P有り（無料）
https://www.crecla.jp/factory/machida/

歴代のウォーターサーバーも展示されています。

クリクラはまろやかで飲みやすい軟水です。

「水道水とクリクラ水、塩素の含有
量はどれくらい違うか調べてみま
しょう～♪」

/5

製造工場でボトリングや検査
工程を見学した後、お祭り広
場でクリクラの水をいただきま
す。最後にはお土産まで！

7/

Welcome!

災害時の備蓄にも
おすすめですっ

左からコンシェルジュの青木さんと楠さん 町田工場の宮川工場長

水道水
↓

↑
クリクラ水

ぎゃぁぁああっ

気になる結果は
クリクラ
町田工場で！

うわっえっ？
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R
2
4
6
沿
い
に
本
社
を
構
え
大
規
模

倉
庫
を
有
す
る
株
式
会
社
D
S
C
。
創
業

か
ら
12
年
目
を
迎
え
、多
彩
な
ア
イ
デ
ィ

ア
で
付
加
価
値
の
高
い
物
流
を
展
開
し
て

い
る
。
南
町
田
グ
ラ
ン
ベ
リ
ー
パ
ー
ク
駅
前

の
D
S
C 

B
A
S
E
は
レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー
ス

と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
お
洒
落
な
フ
リ
ー

ス
ペ
ー
ス
や
ミ
ニ
フ
ッ
ト
サ
ル
コ
ー
ト
が

あ
り
、パ
ワ
フ
ル
な
社
長
と
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
な
社
員
た
ち
が
日
々
活
躍
中
だ
。

―
創
業
に
至
る
ま
で

横
浜
市
金
沢
区
で
生
ま
れ
、そ
の
後
、父

の
転
勤
で
大
和
市
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。

幼
い
頃
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
ば
か
り
で
、幼
稚

園
で
サ
ッ
カ
ー
を
始
め
、水
泳
、野
球
、中

高
で
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。

工
業
高
校
の
機
械
科
を
卒
業
し
た
後
、

N
E
C
の
半
導
体
工
場
に
4
年
勤
務
。
そ

の
後
、流
通
業
で
約
14
年
経
験
を
積
み
、

起
業
し
た
の
は
34
歳
の
時
で
す
。

―
業
務
内
容
と
強
み

弊
社
は
、赤
帽
さ
ん
の
よ
う
な
個
人
事

業
主
約
70
名
と
契
約
し
て
い
て
、受
注
し

た
様
々
な
仕
事
を
振
り
、現
場
を
管
理
し

て
い
ま
す
。
エ
リ
ア
は
町
田
や
中
央
林
間
、

大
和
、横
浜
な
ど
が
中
心
で
す
が
、都
内

や
静
岡
、愛
知
な
ど
に
も
受
注
先
が
あ
り

ま
す
。
百
貨
店
の
ネ
ッ
ト
ス
ー
パ
ー
の
生

鮮
品
な
ど
の
配
送
か
ら
自
動
車
部
品
、

家
電
、介
護
用
品
、引
っ
越
し
な
ど
。ま
た
、

人
口
関
節
と
い
っ
た
緊
急
配
送
を
要
す
る

医
療
品
も
。
R
2
4
6
沿
い
の
倉
庫
は
三

温
帯
対
応
で
、多
く
の
企
業
様
の
商
品
や

荷
物
を
保
管
し
て
い
ま
す
。約
70
名
の
ド
ラ

イ
バ
ー
さ
ん
に
ピ
ッ
タ
リ
の
仕
事
を
マ
ッ
チ

ン
グ
さ
せ
、効
率
的
な
配
送
業
務
を
管
理

で
き
る
こ
と
、大
型
倉
庫
が
あ
る
こ
と
な

ど
が
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

―
地
域
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と

　

今
は
ペ
ス
カ
ド
ー
ラ
町
田
の
女
子
チ
ー
ム

バ
イ
ラ
リ
ー
ナ
ス
を
ス
ポ
ン
サ
ー
ド
し
て
い

る
ほ
か
、
横
浜
Ｆ
Ｃ
や
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ

選
手
、
チ
ー
ム
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
社

員
に
は
元
ペ
ス
カ
ド
ー
ラ
の
選
手
も
い
ま

す
し
、
町
田
で
の
繋
が
り
を
大
切
に
す
る

意
味
で
も
、
法
人
会
で
は
南
支
部
の
研
修

会
や
定
例
会
な
ど
に
、
D
S
C 

B
A
S
E

を
使
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

―
展
望
、そ
し
て
挑
戦

　

現
在
、
酸
素
カ
プ
セ
ル
や
B
O
S
C
H

の
食
洗
機
の
代
理
店
を
や
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
設
置
は
勿
論
、
使
い
方
の
レ
ク

チ
ャ
ー
や
、
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
展
開
を
し

て
い
ま
す
。
物
流
は
、
あ
ら
ゆ
る
仕
事
に

欠
か
せ
な
い
要
素
で
す
が
、
新
た
な
可
能

性
や
未
知
の
分
野
に
挑
み
、
物
流
の
枠
を

超
え
た
価
値
を
創
造
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

山崎 雄作 file
10

物流＋αで、
新たな可能性を届ける

SAMURAI Profile

2013年
運送、物流、倉庫業ほか
町田市鶴間4-15-1 
042-706-9096

株式会社DSC
設立
業種
住所
TEL
http://www.dsc.co.jp/
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S e a s o n s  F l a v o r

　
J
R
町
田
駅
か
ら
5
分
ほ
ど
、

繁
華
街
の
喧
噪
か
ら
少
し
離
れ
た

立
地
の
「
大
舞 

町
田
本
店
」
は
、

1
9
9
9
年
に「
月
忠
」と
し
て
オ
ー

プ
ン
し
た
。
活
気
溢
れ
る
人
気
焼
鳥

店
と
し
て
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
き

た
が
、
2
0
1
7
年
に
店
長
だ
っ
た

松
﨑
敦
氏
が
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
独
立
。

そ
れ
を
機
に
店
名
も「
大
舞
」と
し
て

新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
現
在
は
町

田
本
店
を
含
め
、町
田
駅
前
や
立
川

駅
前
、ま
た
昭
島
で
は
焼
肉
店
な
ど

全
5
店
舗
を
展
開
し
て
い
る
。

　
店
長
時
代
か
ら
大
切
に
し
て
き
た

看
板
メ
ニ
ュ
ー
は
、
何
と
い
っ
て
も

鮮
度
に
こ
だ
わ
っ
た
串
焼
き
だ
。
仕

入
れ
た
肉
は
そ
の
日
の
う
ち
に
必
ず

売
り
切
る
。
産
地
も
厳
選
し
た
鶏

肉
を
備
長
炭
で
焼
き
上
げ
、
旨
み
を

閉
じ
込
め
た
一
串
は
、ど
れ
も
味
わ
い

深
い
。
一
方
、
野
菜
も
フ
レ
ッ
シ
ュ
な

旬
野
菜
に
こ
だ
わ
り
、
ア
ラ
カ
ル
ト
メ

ニ
ュ
ー
も
豊
富
に
揃
う
。「
フ
ラ
イ
ド

山
い
も
」や「
味
噌
も
つ
煮
」「
和
風

オ
ム
ラ
イ
ス
」
は
、多
く
の
人
が
オ
ー

ダ
ー
す
る
定
番
と
な
っ
て
い
る
。

　
店
内
は
明
る
く
清
潔
感
が
あ
り
、

女
性
一
人
で
も
気
軽
に
入
り
や
す
い
。

宴
会
な
ら
人
数
や
シ
ー
ン
に
応
じ
て

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
対
応
し
て
く
れ
る
。

ま
た
、
冬
に
は
こ
た
つ
の
個
室
が
用

意
さ
れ
、
少
人
数
で
ま
っ
た
り
と
し

た
時
間
を
過
ご
せ
る
の
も
大
舞
な
ら

で
は
の
楽
し
み
方
だ
。

　
地
元
の
飲
食
店
主
た
ち
と
町
田
の

地
ビ
ー
ル「
武
相
ブ
リ
ュ
ワ
リ
ー
」
の

立
ち
上
げ
に
尽
力
し
、
町
田
の
活
性

化
も
目
指
す
松
﨑
氏
。
町
田
を
代

表
す
る
串
焼
屋
と
し
て
、
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
の
存
在
感
で
多
く
の
人
を
惹
き

つ
け
る
そ
の
理
由
は
、
町
田
愛
に
溢

れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
日
仕
入
れ
た
肉
は

そ
の
日
の
う
ち
に
必
ず
売
り
切
る

町田市原町田3-9-1 
042-727-5678
17:00～23:00
月曜定休
※月曜が祝日の場合、火曜に振替
https://dive-machida.com/

w 

町
田
市
原
町
田
　
大
舞 

町
田
本
店

テーブル席なら最大26名、小上がりなら
20名までの宴会ができる

串焼きの盛合わせ5種5本￥1,460　フライド山いも￥620　和風サラダ￥880

だ
い

ぶ

大舞

■ことばらんど

■浄運寺

■勝楽寺

■

レンブラント
ホテル東京町田

原町
田大
通り 町

田
街
道

JR町田駅

小
田
急

町
田
駅

東急
ツインズ
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　令和5年度税制改正に先立って発表された令和4年
度与党税制改正大綱を読むと「格差の固定化防止等の
観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税
制の構築に向けて、本格的な検討を進める」とあります。
　資産移転時期の選択に中立的な税制の構築とはどう
いうことでしょうか？これは贈与税が相続税よりも高い税
率構造となっていることが要因で、多くの人は贈与では
なく相続まで待ってご自身の財産を次世代へ移転してい
るという現状があります。そこで相続・贈与に係る税負担
を一定にすることで納税者が資産移転時期を選択し易
い税制にしていくことを目指すようです。ただし、相続税と
贈与税には富を再分配し、格差の固定化を防ぐ役割が
あります。そのため、高齢世代の資産が適切に課税され
ず、特定の人々だけに世代を超えて受け継がれることを
税制として抑止していくことも加えられています。

　このような背景から、令和5年度税制改正においては、
相続時精算課税の一層の利用を促すような改正が行わ
れた（※）一方で、暦年課税については従前のものと比べ
て引き締めが行われることになりました。

（１）暦年課税及び相続時精算課税の概要
　日本における贈与税の課税方法には暦年課税と相
続時精算課税というふたつの方法があります。暦年課
税とは1年間に贈与により取得した財産の価額の合計
額から110万円の基礎控除を控除した残額に税率を
適用して課税する制度です。
　一方、相続時精算課税とは、原則として、贈与年の1月
1日において贈与者である60歳以上の父母または祖父
母等から18歳以上の子や孫へ贈与を行う場合におい
て、納税者の選択により暦年課税に代えて適用するこ
とが出来る課税方式のことを言います。
　相続時精算課税を使うと、受贈者は110万円の基
礎控除のほかに最大2,500万円までの特別控除を受
けられるため、その範囲内であれば贈与財産について
贈与税を納めずに受け取ることができます。2,500万円
を超えると、超えた部分に20％の贈与税が課税されます。
贈与者が亡くなった時点で、相続時精算課税により贈

与を受けていた財産については相続財産に加算（基
礎控除部分は除く）し、相続税額を計算する必要があり
ます。なお、相続時に加算される贈与財産の評価額は
贈与時点の時価で固定されます。

（2）改正点
　暦年贈与について、改正前は被相続人が相続開始
前3年以内に行った贈与について基礎控除部分も含め
て相続財産に加算し相続税を計算していましたが、令
和6年1月1日以降の暦年贈与についてはその期間を3

年以内から7年以内に延長することになりました。なお、
延長された4年間に受けた贈与については総額100万
円まで相続財産に加算しない措置が取られています。
　また相続時精算課税の改正点として、令和6年1月1

日以降、毎年110万円の基礎控除が創設されたこと
と、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合
には相続時に贈与財産の評価額を再計算することが
できるようになったことが挙げられます。

①適用前の検討　
（イ）相続時精算課税は贈与者と受贈者のペアごとに
選択可能ですが、改正前と同様、いったん相続時精算
課税を選択したペアはそれ以降の贈与について暦年課
税に変更することは出来ません。（ロ）相続時精算課税
を使って不動産を贈与する場合には、その不動産につ
いては将来相続が起こった時に、小規模宅地等の特例
の適用対象になりません。また、贈与した不動産がその
後、値下がりする可能性があります。（ハ）相続時精算課
税を使って贈与を受けた子が、贈与をした親より先に
亡くなってしまうケースがあります。その場合、親の相続
時に子の配偶者や孫が子の申告納税を行う必要が生
じる可能性があります。

Tax A
ccountant Colum

n

今回は、令和６年１月１日よりスタートした暦年課税及び相続時精算課税の改正法をご紹介します。
令和6年分の贈与税の確定申告は改正法施行後、はじめての申告となります。

改めて内容を確認し、しっかりと準備を進めていきましょう。

山内 健児

山内 芳税理士事務所
〒194-0021　東京都町田市中町2-21-2
TEL 042-726-7610 FAX 042-726-7762

東京税理士会町田支部
〒194-0022　東京都町田市森野1-34-10
第1矢沢ビル4階
TEL 042-729-0777 FAX 042-726-7846
https://www.tzm.jp/

YAMAUCHI KENJI

¥

¥

山内 芳税理士事務所  税理士　山内 健児

04
file

  知って
得する！

令和５年度税制改正
暦年課税及び相続時精算課税について

②適用時の注意点
（イ）相続時精算課税制度適用初年度について、贈与
税の申告書の提出期間内に、贈与税の申告書と一緒
に「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税
務署長に提出しなければなりません。（過去に既に旧法
の相続時精算課税を適用して来た人については、今回
の改正により届出書を再提出する必要はありません。
もっとも、新たな贈与者から相続時精算課税による贈
与を受ける場合には、その都度、届出書は必要となりま
す）（ロ）相続時精算課税の基礎控除は受贈者ひとり
につき一年ごとに110万円となります。例えば、同じ年
に父と母からそれぞれ相続時精算課税による贈与を
受けた子は基礎控除110万円を父と母から受けた贈
与の比により按分する必要があります。

　以上、今回は暦年課税と相続時精算課税の改正に
ついてご紹介しました。今後、相続対策や資産の有効活
用を目的として次世代に財産を移す場合には、暦年贈
与は相続時に7年間遡って、贈与した財産が相続財産
に加算されることを頭に入れておく必要があります。一
方で、相続時精算課税贈与は基礎控除の範囲内のもの
は相続財産に加算されないというメリットがありますが、
上述したような注意点もあります。個々人の実情を十分
に検討した上で、選択して頂くようお願い致します。

はじめに

¥

TAX¥
¥

暦年課税及び相続時精算課税の
概要と改正点

¥

相続時精算課税を
選択した場合の注意点

？

終わりに

1515

※ただし、下記注意点があります。



https://www.hojinkai-machida.or.jp

公益社団法人として2024年4月に13年目を迎えた町田法人会は、4月現在、管内の法人のうち、2,000社を
超える事業所が加入しています。
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Activit y Report and Event 町田法人会の活動報告&イベント

N
ovember 2024

O
ctober

July
Septem

ber

2024 7 11

火曜日
10月15日

マジシャンのSHUNさんを招いたショーは、
カードマジックやイリュージョンなど多彩な
パフォーマンスで会場は驚きと歓声に包ま
れました。楽しいひとときを共有し、結束を
強める好機会となりました。

共益委員会 ｜ 会員交流

火曜日
9月10日

木曜日
10月3日

全国大会に9名が出席。令和7年度税制
改正提言の報告や青年部会による租税
教育・健康経営活動の事例、またANA
ホールディングス（株）の片野坂真哉会長が
コロナ禍の経営戦略について講演しました。

税務委員会 ｜ 税提言活動

支部定例セミナー
DSC-BASE／BAPS町田店

相続・事業承継の基本について、大同生
命保険（株）のFP・相続シニアコンサルタ
ント三浦智之氏が解説。自社株評価等の
詳細な解説などに「非常に有意義だった」
といった声が寄せられました。

町田南支部 ｜ 経営支援

第40回
法人会全国大会
城山ホテル鹿児島

会員交流会
ペダラーダ

金曜日
9月6日

税務署の工藤誠氏による署長講演2024
「税務の職場から」は、税務署の業務や組
織、最新の税務行政についての講話。行
動経済学の理論や興味深い事例も織り交
ぜ、参加者から高い関心が集まりました。

青年部会 ｜ 税知識普及

金曜日
7月5日

月曜日
9月2日

町田税務署上席審理官と八王子都税事
務所の職員による、税制動向や具体的実
務などの有益な研修会。三橋会長は謝辞
で税務行政DXを推進する重要性に触れ、
研修会が画期的なものだと述べました。

原町田支部 ｜ 税知識普及

青年部会全体セミナー
町田市文化交流センター

61名が参加し、元青年部会長の杉浦隆氏
から東法連青連協副会長時の経験談や、
租税教育活動の重要性や活動の意義に
ついて聴講。その熱意やリーダーシップに
触れる貴重な機会となりました。

青年部会 ｜ 会員交流

原町田支部
税務研修会
レンブラントホテル東京町田

青年部会税務研修会
レンブラントホテル東京町田

水・金曜日
11月6日・8日

きらぼし銀行と町田市民ホールの2会場で
二日間行われた説明会に市内事業所の
担当者が多数参加。定額減税対応を含
む最新の年末調整の手続きやポイント解
説に、参加者は熱心に耳を傾けていました。

源泉部会 ｜ 税知識普及

水曜日
10月23日

土曜日
11月2日

東京都主催の「東京商店街グランプリ」で
優秀賞を獲得した「まちだイイもの○ごと
祭」に恒例の税金クイズを出展。楽しみな
がら税を学べるブースに、大人から子ども
まで大勢が訪れました。

旭町支部 ｜ 租税教育

バス見学研修会
サントリー白州工場
勝沼ぶどう園他

小雨模様の中26名が参加。サントリー白
州工場で製造工程や環境への取り組み
を見学した後、fumottoのランチや勝沼
ぶどう園のシャインマスカット食べ放題を
満喫。交流も深まり大好評でした。

鶴川第一支部 ｜ 会員交流

まちだイイモノ
○ごと祭に出展
岡直三郎商店

年末調整説明会
きらぼし銀行町田支店
町田市民ホール

忠生山崎・忠生西・木曽支部合同  ｜ 社会貢献

キッズベースボールフェス町田
町田市民球場・サン町田旭体育館

現役高校球児の野球教室や、元巨人軍・
山口俊投手の講演、リアル野球盤、スト
ラックアウト、スタンプラリーのほか、白バイ
乗車・AED・地震体験など多彩なアクティ
ビティを町田市少年野球連盟と共催。税

知識の普及と青少年の健全な育成を目
的に、税パンフレット配布や税金クイズを
実施し、警察や消防と連携し、防犯防災
意識の向上も図りました。収益金は少年
野球連盟に寄附いたします。

税の優秀作品展示     
町田市役所 みんなの広場

町田市租税教育推進協議会主催の作品
展。市内小中学生による作文、標語、絵
はがき、書道のコンクール受賞作品を多く
の来場者が観覧。優秀作品の一部は市
内バスサイネージでも紹介されました。

女性部会  ｜ 租税教育

日～金曜日
11月10日～15日

土曜日
11月16日



1969年町田市生まれ。慶應義塾大学卒業後は、
（株）電通を経て、2015年から（有）蔵家代表取締役。
学生時代より続けていたアイスホッケーでは、母校
體育會監督を経て、現在国内トップリーグ「横浜
GRITS」の監督としてプロ契約中。日本酒唎酒師、
馬肉マイスター、発酵マイスター

18

旨い酒
        粋な呑み方

We r  B ie r  t r i n k t ,  b l e i bt  j u n g.

P ro � l e

浅沼 芳征

ビールという言葉が世の中に広まってから30年

が経ったでしょうか。当時、北海道勤務だっ

た社会人1年目の私は、「地ビール」というクラフトビー

ルの誕生を目の当たりにしました。道内でも10か所以

上の醸造所があったと思います。しかし、飲み口は濃

いめで苦め、まだ飲酒ビギナーで大手メーカーのビー

ルしか飲んだことがなかった私には、到底受け入れら

れない衝撃的な大人（謎）な味でした。そして、世

の中の一大トレンドになることもなく、地ビールブーム

は過ぎ去ったかのようでした。しかし、根強いファン

の支持で、クラフトビールは様々な変遷を辿ります。

地域や特徴を活かしたマイクロブリュワリー文化に火が

付き、世界各国で大きな変化を遂げたのです。タン

クから（移動ストレスを与えずに）即出しされるフレッ

シュビールは最高に美味く、特に醸造所直営のタップ

ルームで飲むビールは格別です。忘れられない最初の

感動は、札幌ビール園でのビールでした。

消費動向が「安いもの」から「多少高くても」や「量

より質」に変わりつつある昨今、技術や設備面でもアッ

プデートされたクラフトビールは『値段は高いけれど

美味しい』と認識されています。複雑な味の変化を楽

しめる点やオリジナリティは、まさにクラフトビールの

文化そのものが成熟したということだと思います。

国内には現在800超のビール醸造所があり、地域と

連携し、マイクロだからこその多様性を活かしていま

す。競争は激化しつつも、その土地その想いを乗せ、

価値を引き出し共創する業界として、是非発展して欲

しいと願っています。

いよいよ町田でも「地元を心から愛し、更なる価値

創造を願う仲間」で作ったクラフトビールが誕生しま

す。『武相～ BUSO～』という名の下、町田にどう火

を付けるか、期待してください。日本のクラフトビール

市場はビール全体の僅か1～2%ですが、アメリカでは

既にシェア25%。この伸びシロにも期待！

地

世界に挑め!
町田産クラフトビール
「武相ブリュワリー」

浅沼 芳征

第4回

e-Taxは町田の電子申告推進事務所に相談を

＊50音順　令和6年12月25日現在

安西周三税理士事務所 町田市小山町4010 773-0009

井河伸郎税理士事務所 町田市中町1-4-2-3F 860-7544

税理士一戸雅行事務所 町田市旭町1-18-24 851-7996

伊藤明子税理士事務所 町田市中町1-5-3-5B 850-8243

井上孝税理士事務所 町田市森野1-12-2　 722-9310

内田宏税理士事務所 町田市南成瀬5-25-33 721-0447

大貫利一税理士事務所 町田市森野1-22-5-3F 710-6160

小椋峯文税理士事務所 町田市玉川学園7-8-23-203 721-8981

表正志税理士事務所 町田市原町田2-8-1-201 851-7513

金田恵治税理士事務所 町田市南成瀬5-1-11-301 090-9333-1073

木谷綱洋税理士事務所 町田市西成瀬3-7-11 721-2217

くりはら会計事務所 町田市成瀬2-6-2 090-9823-8183

小池一匡税理士事務所 町田市原町田6-17-1-402 739-3557

小暮和彦税理士事務所 町田市原町田6-28-16-302 739-5585

杉村佳隆税理士事務所 町田市森野2-31-13-201 732-1230

杉山佳正税理士事務所 町田市中町3-4-15-102 721-9361

鈴木俊太郎税理士事務所 町田市西成瀬3-6-12-N4-12 723-5547

高橋秀明税理士事務所 町田市中町2-21-23-2F 721-6647

高橋浩之税理士事務所 町田市森野2-27-12-E 721-2637

武井克行税理士事務所 町田市忠生1-13-8 792-0855

寺村維基税理士事務所 町田市中町1-3-1-503 794-7590

富田達美税理士事務所 町田市中町1-5-3-4F 739-7200

直江康子税理士事務所 町田市森野2-27-13-4F 739-3961

並木知紀税理士事務所 町田市玉川学園1-22-10-2B 785-5770

橋詰俊也税理士事務所 町田市中町1-19-6-3A 721-0092

長谷川高之税理士事務所 町田市中町1-5-3-5F 860-6825

平本和枝税理士事務所 町田市成瀬7-6-11 720-4881

福井紀之税理士事務所 町田市森野2-31-13-202 739-5701

堀泰博税理士事務所  町田市原町田2-5-3-209 723-3517

水庫清税理士事務所  町田市鶴間3-15-10-101 738-4362

森正明税理士事務所 町田市森野6-89-23 705-6324

森下勝司税理士事務所 町田市中町1-4-17-2F 723-0639

山下威税理士事務所 町田市成瀬4-7-4 720-5148

山田祐貴税理士事務所 町田市木曽西3-22-7 703-6667

米山昭一税理士事務所 町田市能ヶ谷1-1-3-405 734-2204

渡邉健一郎税理士事務所 町田市西成瀬3-8-13 710-4497

税理士法人アイ・ブレインズ 町田市玉川学園1-23-3 729-5337

税理士法人アドベ・アカウンティング・ファーム

 町田市中町3-3-13 726-2811

税理士法人ヴィジョン・サポート  園曽秀人事務所 

 町田市本町田3683-1-103 725-4087

税理士法人カノン 町田市森野1-25-15-408 726-6351

税理士法人熊沢会計事務所 町田市森野1-18-10 722-4423

Crux税理士法人 MACHIDA 町田市金森1-3-1-3F 722-4770

税理士法人グローイング  町田オフィス

 町田市中町1-5-7-501 724-5652

K & S 綜 合 会 計 町田市原町田6-27-19-3F 723-9700

サガミ税理士法人町田事務所 町田市金井3-7-9 734-5794

T & A 税 理 士 法 人 町田市原町田3-2-1-5F 720-3120

辻・本郷税理士法人 町田事務所 町田市中町1-1-16-9F 710-6920

税理士法人のぼる 町田市中町1-4-13-101 851-8183

ヒット税 理 士 法 人 町田市原町田4-24-25 722-3731

税理士法人フォース 町田市原町田4-21-5 728-5255

マイティ・パートナーズ税理士法人 町田市忠生2-26-9  794-6061

ライトハウス税理士法人町田支部 町田市森野2-3-10-2F 850-9551

税理士法人わかば 町田市森野1-33-11-1F 729-6440
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2005年 早稲田大学卒業、2007年 東京大学法科大
学院卒業。
2008年 検事任官、東京地検、大阪地検等で勤務し、
2023年 弁護士登録（第一東京弁護士会）。現在は
岩田合同法律事務所（千代田区丸の内）に所属。得
意分野は危機管理対策、刑事事件対応等。

今回もカスハラ対策のお話です。そもそも、カスハ
ラと正当な要求や苦情はどのように線引きできるので
しょうか。厚労省のカスタマーハラスメント対策企業マ
ニュアルでは、①顧客等の要求内容が妥当性を欠くか
②要求の手段・態様が社会通念上不相当か、という二
つの判断基準をあげています。例えば、顧客が自分の
ミスで持ち物を汚損したのに従業員のミスだと言いがか
りをつけ弁償を求める行為や、従業員のミスが原因で
あっても千円程度の価値の物に数十万円も弁償を求める
行為は、要求内容が妥当性を欠きます。また、怒鳴る、
連日電話などで長時間苦情を言う、「SNSで拡散する」
と脅す等の行為は、要求の手段・態様が社会通念上不
相当ですので、これらの例は、カスハラに該当し得ます。

  企業・事業者が求められる具体的対策
それでは、具体的にどのような対策が必要でしょうか。
厚労省は前記マニュアルにおいて、事前の対策として、
①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化と従業員へ
の周知・啓発 ②従業員のための相談対応体制の整備  

③対応方法、手順の策定 ④社内対応ルールの従業員
等への教育・研修を。事後の対策として、⑤事実関係
の正確な確認と事案への対応 ⑥従業員への配慮の措
置 ⑦再発防止のための取組等をあげています。カスハ
ラ対策では、業種や業態によって判断基準や対応も異
なりますので、企業ごとに過去の事例について情報収
集・分析した上で、具体的な対応策を策定することが
実効的です。そして、カスハラ発生時には、顧客の主
張を聴取して、その要求内容を把握し、他方で、防犯
カメラ等の客観的資料の収集や従業員らの聴取等を行
い、事実関係を客観的に把握する等、正確な事実確認
が必須です。その上で、顧客の要求等がカスハラなの
かを組織的に判断し、対応を検討することになります。
また、従業員からのカスハラに関する相談については、
パワハラ等の相談窓口等を活用しつつ、労務部門や法

務部門、外部関係機関（弁護士等）と連携できるよう
な受付体制を構築することが考えられます。
昨秋、東京都が全国初のカスハラ防止条例を制定し
ました。罰則はないものの、都内の事業者に対してカ
スハラを防ぐための対応を求めており、今年4月から施
行されます。都は、条例の施行のため、カスハラ対策
のマニュアルを近く公表するとしていますが、企業が対
応策を検討する上で参考になるものと思います。
最後に、カスハラに関する裁判例（東京地判平成30

年11月2日）を紹介します。スーパーマーケットの従業
員が、客から暴言や乱暴な行為を受けたことについて、
「会社が、従業員の生命、身体の安全確保の配慮をし
なかったため、精神的な損害を被った」として、店を
運営する会社に対し、損害賠償を請求しました。裁判
所は、会社が入社時にテキストを配布し、苦情を述べ
る顧客への初期対応を指導していたこと、サポートデス
クや近隣店舗のマネージャー等に連絡ができるようにし、
深夜においても店舗を二名体制にしていたこと等から、
接客においてトラブルが生じた場合の相談体制が十分
整えられていたとし、損害賠償請求を棄却しました。
このように、カスハラ対策は、企業が損害賠償責任を
負うリスクを低減させることにつながります。また、患
者・家族からの暴力やセクハラ等の迷惑行為が頻発し
ている医療現場など、カスハラが深刻化している業種・
業態においては特に、人材流出を防ぎ、事業を安定的
に持続させる観点からも、カスハラ対策は不可欠であり、
対策の導入は急務です。

Pro�le
伊原真由美
IHARA Mayumi

カスハラと正当な要求や苦情はどう違う？
――今こそカスハラ対 策を（後 編）――

―最新の裁判例で学ぶ企業トラブルの予防と対策―

第3回



町田市では、すべての人が、障がいの有無にかか

わらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に寄与することを目的として、

「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生き

る社会づくり条例」を施行しました（2024年10

月1日）。

障がいがある人への差別をなくし、誰もがともに

生きる社会をつくるためには、市や事業者だけで

なく、市民一人ひとりが、今なお社会に存在する

様々な障壁や、障がいに対する誤解や偏見をなく

していかなければなりません。

本条例では障がい理解について市民一人ひとり

まで浸透していくことが大切であるという考え

のもと、市民の皆さまに対しても「合理的配慮※」

を努力義務として規定しました。また、障がいが

ある人の役割として、障がいを理由とする困りご

とや必要な支援内容について、自ら発信していた

だくことも努力義務として規定しています。

本条例によって、障がいや障がいがある人への理

解を促進し、様々な周知の取り組みを通じて、障

がいがある人への合理的配慮が進むことで、全て

の人が障がいの有無にかかわらず、お互いに人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

を目指します。

※「合理的配慮」とは……障がいがある人から、社会の中

にある社会的障壁（バリア）を取り除くために、何らかの

対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が

重すぎない範囲で対応することです。

私事ですが、スポーツ観戦が好
きです。昨年は箱根駅伝に始ま
り、ドジャースの大谷翔平選手、
パリオリンピック・パラリンピッ

ク、町田ゼルビア、ペスカドーラ町田、世界野球な
ど沢山応援させていただきました。町田市でも
様々なスポーツイベントが開催されていて、法人

会の中でも一助となり携わった方も多くいらっ
しゃるのではないでしょうか。年が明けて今年は
世界陸上、デフリンピックといった国際大会が東
京で開催されるようです。新たなヒーロー、ヒロ
インの誕生を楽しみに応援したいと思います。皆
様、本年もどうぞよろしくお願いします。

（新山 哲生）
岩渕 正樹

2025年1月10日

株式会社 Vision Design

本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。 ※尚、本誌の表記内容は2025年1月10日現在のものです。

～障がいの有無にかかわらず誰もがともに生きる社会を目指して～

町田市障がい者差別解消犬「ノンバリー」
イラスト ikeko

  つながる、
  ひろがる、
ともに生きる

町田市 地域福祉部  障がい福祉課  広 報  コラム

◀ 町田市障がい者差別をなくし
 誰もがともに生きる社会づくり条例周知動画
 （町田市公式動画チャンネル）

◀ 内閣府ホームページ
 合理的配慮等具体例データ集

監修・町田市民文学館 ことばらんど   神林 由貴子     八木重吉記念館   町田市相原町4473  ※水曜11時～16時のみ開館（要予約）

Poet r y
Jou rney

Yag i  Jūk ich i

第十編八木重吉の世界
Poet r y
Jou rney

左から桃子・登美子・陽二（大正15年頃）
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そ
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だ
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て

桃
子
の
眸
が
ほ
し
い

 

―
―
詩
稿
「
こ
と
ば
」
よ
り

九
二
三
（
大
正
12
）
年
五
月
二
六
日
、
長
女
・

桃
子
が
誕
生
。
重
吉
と
登
美
子
が
よ
く
散
歩
し

て
い
た
道
沿
い
に
咲
く
、
美
し
い
桃
の
花
に
ち
な
ん
で

名
づ
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
重
吉
は
桃
子
を
と
て
も

か
わ
い
が
り
、「
も
も
子
よ
／
お
ま
へ
が
ぐ
づ
っ
て
し
か

た
な
い
と
き
／
わ
た
し
は
お
ま
へ
に
　
げ
ん
こ
つ
を
く
れ

る
／
だ
が
　
桃
子
／
お
父
さ
ん
の
命
が
要
る
と
き
が

あ
っ
た
ら
／
い
つ
で
も
お
ま
へ
に
あ
げ
る
」
と
い
う
無
償

の
愛
も
詩
に
綴
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
詩
は
一
九
二
五
年
・
重
吉
二
七
才
の
時
の
作

品
で
す
。
登
美
子
は
著
書
『
琴
は
し
ず
か
に
』
の
中

で
「
八
木
に
と
っ
て
、
子
供
の
無
心
の
眸め

ほ
ど
心
を
ひ

か
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
記
し
て

い
ま
す
。

自
然
の
美
し
さ
を
一
心
に
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
無
垢

な
魂
を
持
つ
子
ど
も
。
そ
の
眸
に
は
こ
の
世
界
は
ど
ん

な
に
美
し
く
映
る
の
で
し
ょ
う
か
。
重
吉
の
強
い
憧
憬

と
羨
望
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

一
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